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Message→

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、令和8年1月1日から
火災予防条例を一部改正して、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・
「林野火災警報」が新たに設けられました。

「林野火災注意報」・「林野火災警報」とは
少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」

が必要な気象状況で「林野火災注意報」を発令し、さ
らに、火災の危険性が一層高まった気象状況になっ
た場合に「林野火災警報」を発令します。

〇「林野火災注意報」発令基準
1月から5月の期間において、次の①または②の

いずれかの条件に該当する場合に発令します。
① �前3日間の合計降水量が1mm以下、 かつ前30日

間の合計降水量が30mm以下
② �前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注

意報が発表
※�当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合な

どは、この限りではありません。

〇「林野火災警報」発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、「強風注意報」

が発表された場合に発令します。

林野火災注意報・林野火災警報の発令された場合の規制について
以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

❶ 山林、原野等において火入れをしないこと。
❷ 煙火を消費しないこと。
❸ 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
❹ �屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近

で喫煙をしないこと。
❺ 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
❻ 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰または火粉を始末すること。

制限に係る罰則について
林野火災注意報は、罰則はありませんが「火の使用の制限」は努力義務

（控える）となります。
林野火災警報は、「火の使用の制限」が義務となり、場合によっては30

万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
※�発令時は阿蘇安全安心メール、市町村の防災行政無線等でお知らせし

ます。

山山 事事火火 ににご用心ご用心 !!

令和7年12月10日、県内全ての交番・駐在所等において、
「手話リンク」の運用を開始しました。

※「手話リンク」は一般財団法人日本財団電話リレーサービスが提供しているサービスです。

聴覚障害者等の方が交番・駐在所等を訪れた際、勤務員が不在の場合は、交番等に掲示されているQRコードをスマート
フォン等で読み込んでいただくと、手話通訳オペレータを通じ管轄警察署の職員と会話することができます。

「手話リンク」を利用した会話イメージ ※交番等に勤務員がいる場合は使用できません。
勤務員が不在の場合、交番等の連絡電話に掲示された「手話リンク用QRコード」をスマートフォン等で読み込む。

（「電話リレーサービス」の登録がない場合も利用できます。）

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ビデオ通話
（手話通訳） 音声通話

手話通訳オペレータを通じて管轄警察署の職員と会話する。

聴覚障害者等の方 管轄警察署手話通訳オペレータ
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問 阿蘇広域行政事務組合消防本部 予防課
	 ☎０９６７－３４－０１１９
� （平日 午前8時30分～午後5時）

令和８年２月３日発行 798号 （16）


